
2023 年 追補版 

兵庫県歯科衛生士会本部災害時行動指針 

兵庫県⻭科衛⽣⼠会は 2018 年に災害時行動指針を作成し、職能団体の一員として予期せぬ災

害を想定し、支援活動だけでなく、後方支援においても対応できるように備えてきました。 

2023 年追補版は、支援活動の要となる対策本部の行動指針を作成し、南海トラフ巨大地震や、

予期せぬ自然災害及び想定外の非常事態において当会が速やかに行動をとるための指針となる

ものです。 

� 災害対策本部  

任務 : 災害対策本部を設置し、災害対応の命令を統括する。 

� 会員支援統括 

任務 : 会員の安否確認及び情報を収集し、災害支援対応を⾏う。 

� 通信情報記録統括 

任務 : 災害対応に関わる通信手段を確保し、情報を収集し整理する。 

� 救護体制整備統括 

任務 : 救援活動計画を⽴案決定し、⻭科医療救護班、口腔ケア班を構成し業務を統括する。 

� 救援物資管理統括 

任務 : 救援物資の管理及び配布に関して業務を統括する。 

� 災害対策本部連絡網 

 



 

 

災害対策本部 

任  務 : 災害対策本部を設置し、災害対応の命令を統括する。 

活動場所 :  災害対策本部 

□ 1 会⻑は会事務所の安全性を確認し、本部役員を召集する。 
□ 2 災害対策本部を設置する。 

□ 会⻑を本部⻑とする。 
□ 副会⻑を副本部⻑とする。 
□ 専務理事と常務理事を統括者とする。 

□ 3 災害対策本部の通信手段を確保させる。(通信情報記録統括) 
□ 4 連絡網に基づき会員の安全確認をさせる。(会員支援統括) 
□ 5 会員の被害状況等、情報を収集させる。(会員支援統括) 
□ 6 統括者から決められた時間に災害対策本部⻑に状況を報告させる。 
□ 7 統括から深夜時間帯の連絡・報告についても確認させる。 

(時間                         場所                           ) 
(時間                         場所                           ) 
(時間                         場所                           ) 
(時間                         場所                           ) 
(時間                         場所                           ) 
(時間                         場所                           ) 
(時間                         場所                           ) 
 

□ 8 統括間での情報の共有を図る。 
□ 9 兵庫県⻭科医師会と連携し、支援体制を図る。 
□ 10 行政と連携し、支援体制を図る。(救護体制整備統括) 
□ 11 災害支援物資の支援体制を準備させる。(救護物資管理統括) 
□ 12 ⽇本⻭科衛⽣⼠会に被害状況を報告する。(災害対策本部) 
□ 13 災害担当者から適宜活動報告をさせる。(通信情報記録統括) 
□ 14 支援要請を行う。(災害対策本部) 
 



 

会員支援統括 

任  務 : 会員の安否確認及び情報を収集し、災害支援対応を行う。 

活動場所 :  災害対策本部 

□ 1 災害対策本部⻑を確認する。 
□ 本部⻑に報告する時間、場所を確認する。 

      (時間                         場所                        ) 
□ 深夜時間帯の連絡についても確認する。 

     (時間                         場所                        ) 
□ 2 通信情報記録統括者を確認する。 
   (氏名               連絡                                  ) 
□ 3  災害対策本部の通信手段を確保させる。 
□ 4 支部⻑、災害支援担当者との通信を確認し、会員の安否確認を行う。(別紙様式) 
□ 5 支部⻑、災害担当からの情報を収集し整理する。 

□ 会員(本人・家族)の被災状況把握 
□ 家屋の被災状況 
□ 勤務機関の被災状況 
□ 災害の規模(被災者数・死者数・ライフライン・交通手段等) 
□ 支援物資の確認 
□ 被災地支援活動の可否 
※必要があれば会員に依頼し状況の把握に努める。 

□ 6 行政の情報を確認する。 
□ ⻭科教護班の協⼒要請の有無 
□ 災害救助法適用地域の確認 

□ 7 ⽇本⻭科衛⽣⼠会の対応を確認する。 
□ 8 会員の災害支援⻭科衛⽣⼠として参加の有無について確認を行なう。 
□ 9 救護体制整備統括と情報共有し、災害支援⻭科衛⽣⼠の調整を行う。 
□ 10 支援活動等の傷害保険加入の検討を行う。 
□ 11 会員支援統括者は災害対策本部⻑に状況を報告する。 
□ 12 災害終結後に報告書の作成を行う。 

 



 

通信情報記録統括 

任  務 : 災害対応に関わる通信手段を確保し、情報を収集し整理する。 

活動場所 :  災害対策本部 

□ 1 災害対策本部⻑を確認する。 
□ 本部⻑に報告する時間、場所を確認する。 

(時間                           場所                         ) 
□ 深夜時間帯の連絡についても確認する。 

(時間                           場所                         ) 
□ 2 通信情報記録担当者を確認する。 

(氏名                連絡                                   ) 
(氏名                 連絡                                   ) 
(氏名                 連絡                                   ) 

□ 3  災害対策本部の通信手段を確保させる。 
□ 4 外部との連絡、通信を確認し対応する。 

 □ 衛星通信の確認をする。 
□ 5 通信情報担当者の通信手段を最優先で確立する。 
□ 6 災害対策本部(事務局)の携帯電話が使用可能か確認し対応する。 
□ 7 電話や事務局携帯が使用できない場合は業者と連携して、通信手段を回復させる。 
□ 8 通信手段を確保でき次第、災害対策本部⻑に報告する。 
□ 9 通信担当者、情報記録担当者として適宜活動を行う。その旨、災害対策本部⻑に報告する。 
□ 10 情報記録担当者の元に入ってくる情報を記録し、提示することで誰もが時間を追って状況把握ができ

るようにする。 
□ 人的被害状況 (会員・家族等の被災状況) 
□ 物的被害状況 (住宅被害等) 
□ 災害の規模 (ライフライン、交通手段等) 
□ 協⼒要請 (被災地の行政、⽇本⻭科衛⽣⼠会、県⻭科医師会等) 

□ 11 報道機関に提供する情報の整理 
□ 12 災害終結後に報告書の作成を行う。 
□ 13 通信情報記録統括者は決められた時間に災害対策本部⻑に状況を報告する。 

 



 

救護体制整備統括 

任  務 : 救援活動計画を立案決定し、⻭科救護班、口腔ケア班を構成し業務を統括する。 

活動場所 :  災害対策本部 (必要に応じて適宜移動) 

□ 1 災害対策本部⻑を確認する。 
□ 本部⻑に報告する時間、場所を確認する。 

        (時間                         場所                        ) 
□ 深夜時間帯の連絡についても確認する。 

       (時間                         場所                        ) 
□ 2 救援体制整備担当者を確認する。 
     (氏名               連絡                                  ) 

(氏名               連絡                                  ) 
(氏名               連絡                                  ) 

□ 3  県⻭科医師会と連携し、情報を収集し救護所の数、場所を把握し、⻭科医療救護班、口腔ケア班の編成
を行う。 

□ ⻭科救護所(救護班)の確認 (責任者             連絡            )    
□ 口腔ケア班の数と構成に要する人員の確保 
□ 班のリーダーの決定と役割分担を行う。 
□ 避難所の責任者、救護係を確認し、被災時期に応じた⻭科ニーズを把握する。 
□ 携帯物品の決定 
□ ⻭科保健活動が分かるようにビブス、腕章、ネームプレート等を着用する。 

□ 4 支部⻑(災害担当者)からの状況把握と派遣依頼の確認を行う。 
※必要があれば会員に依頼し状況の把握に努める。 

□ 5 災害支援⻭科衛⽣⼠の受け入れ場所と、支援活動への配置 
□ 6 避難所等での⻭科保健活動の準備 

□ 避難所設置状況の確認 
□ 避難所の場所、道路、ライフラインの状況等の確認 
□ 避難者の情報の確認と把握 
□ 高齢者や配慮を要する者の多い地域の把握 
□ 避難⽣活が⻑期となった場合の口腔ケア推進事業 

□ 7 代表⻭科衛⽣⼠が避難所での口腔ケア、⻭科保健活動について連絡調整会議に出席する。 
□ 8 代表⻭科衛⽣⼠は救護記録を作成し、コーディネートを行う。 
□ 9  JDAT の⻭科支援の確認と協調を図る。 
□ 10 代表⻭科衛⽣⼠は救護体制整備統括者に決められた時間に報告を行う。 
□ 11 救護体制整備統括者は災害対策本部⻑に状況を報告する。 
□ 12 災害終結後に報告書の作成を行う。 
 
 



救援物資管理統括 

任  務 : 救援物資の管理及び配布に関して業務を統括する。 

活動場所 :  災害対策本部 (必要に応じて適宜移動) 

□ 1 災害対策本部⻑を確認する。 
□ 本部⻑に報告する時間、場所を確認する。 

         (時間                         場所                        ) 
□ 深夜時間帯の連絡についても確認する。 

        (時間                         場所                        ) 
□ 2 救援物資管理担当者を確認する。 
      (氏名               連絡                                  ) 

(氏名               連絡                                  ) 
(氏名               連絡                                  ) 

□ 3  県⻭科医師会と連携し、救護所での⻭科医療活動の準備 
□ 情報を収集し救護所の数、場所を確認し、救援物資の調整を行う。 
□ 現地の代表担当者、代表⻭科衛⽣⼠を確認する。 

(氏名               連絡                                  ) 
(氏名               連絡                                  ) 

□ ⻭科医療救護班、口腔ケア班の活動に必要な物資の確保 
□ 携帯物品の決定 
□ 救援物資の受け入れ状況の確認と記録 
□ 不足する物資の提供依頼を行い、救援物資の確保を行う。 
□ 物資の輸送調整 
※必要があれば人員を派遣し状況の把握に努める。 

□ 4 避難所等での⻭科保健活動の必要物品の準備 
□ ⻭科保健活動での着用するビブス、腕章、ネームプレート等の準備 
□ 口腔ケア物品など携帯物品の確保 
□ 避難所等での誤嚥性肺炎予防の啓発ポスター等の準備 
□ ⻭科保健活動の情報提供 
□ 避難⽣活が⻑期となった場合の口腔ケア物品の準備 

□ 5 救護体制整備統括者と常に連携し、必要な支援物資の調整、準備を行う。 
□ 6 救護物資管理統括者は災害対策本部⻑に状況を報告する。 
□ 7 平時から災害時支援物資の確保と在庫確認を行う。 
□ 8 災害終結後に報告書の作成を行う。 

 


